(様式1)
現場代理人兼務届
（JS発注工事間の兼務）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
　　日本下水道事業団
契約職
○○○　　氏　　名　殿
受注者　住　　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名
　　　　　　　

次のとおり、工事請負契約書第10条第3項に係る規定に基づき、現場代理人を兼務することとしたいので届を提出します。
	現場代理人氏名
	

	現場代理人連絡先
	通常：
	緊急時：

	新たに兼務する工事
	工事名
	

	
	工事場所
	

	
	工期
	

	
	現場代理人
兼務期間
	

	
	備考
	

	現場代理人

となっている工事
	工事名
	

	
	工事場所
	

	
	工期
	

	
	現場代理人
兼務期間
	

	
	備考
	


  日本下水道事業団が次欄に記載して受注者に返却します。
	上記工事の現場代理人の兼務については
· 兼務を認めます（承認する）
· 兼務を認めません（承諾しない）新たな現場代理人を選任してください。
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本下水道事業団
契約職
○○○　　氏　　名　


(様式1)現場代理人兼務届　続き

兼務可能となる要件の確認と提出書類について

１．適用する兼務のケース

· ①主任技術者を専任で配置する必要にない工事においては工事現場相互の間隔（直線距離）が10km程度の場合
⇒　「工事現場相互の間隔（直線距離）が10km程度」を確認できる資料を本兼務届に添付して提出する。

該当するものにチェックすること（該当しないものがある場合は兼務できない）
· 兼務する現場は3以上ではない（上限は2か所）
· 現場代理人は必ずいずれかの工事現場に駐在する

· 監督員と連絡が取れるよう連絡員を配置する

· 連絡員は元請又は下請の社員（雇用契約あり。雇用期間は問わない。）とし、それぞれの工事現場に常駐する
· ②主任技術者を専任で配置する工事（監理技術者等の取扱いについて（R8.4.1版）６(4)の場合）のうち、同一の主任技術者の兼務が認められた工事においては工事現場相互の間隔（直線距離）が10km程度
⇒　このケースの場合本資料の提出は不要とする。（要件は別様式_監理技術者等の兼務届により確認する）
· ➂監理技術者を専任で配置する工事のうち、同一の建設業者と締結する契約工期の

重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同

一の建築物又は連続する工作物である場合
⇒　本届出書を提出すること。（同一場所のため、連絡員の配置は不要とする）

· ④主任技術者又は監理技術者の兼務が認められている場合

主任技術者又は監理技術者の兼務が認められている場合は、それぞれの現場において配置される技術者が現場代理人の職務を兼ねることができる。なお、これ以外の現場の現場代理人の職務は兼ねることができない。
⇒　このケースの場合本資料の提出は不要とする。（要件は別様式_監理技術者等の兼務届により確認する）
以上

 (様式2)

現場代理人兼務届
（国、都道府県および市町村等の工事間との兼務）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
　　日本下水道事業団
契約職
○○○　　氏　　名　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受注者　住　　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名
次のとおり、工事請負契約書第10条第3項に係る規定に基づき、現場代理人を兼務することとしたいので届け出ます。
	現場代理人氏名
	

	現場代理人連絡先
	通常：
	緊急時：

	新たに兼務する工事
	工事名
	

	
	工事場所
	

	
	工期
	

	
	現場代理人兼務期間
	

	現場代理人

となっている工事
	工事名
	

	
	工事場所
	

	
	工期
	

	
	現場代理人兼務期間
	

	
	発注機関名
	


（国、都道府県および市町村等の承認欄）

	上記工事の現場代理人の兼務については

□　兼務を認めます（承認する）

□　兼務を認めません（承諾しない）新たな現場代理人を選任してください。　　
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　発注機関名　　　　　　　　　　　　　



(様式2)現場代理人兼務届　続き

兼務可能となる要件の確認と提出書類について

１．適用する兼務のケース

· ①主任技術者を専任で配置する必要にない工事においては工事現場相互の間隔（直線距離）が10km程度の場合
⇒　「工事現場相互の間隔（直線距離）が10km程度」を確認できる資料を本兼務届に添付して提出する。

該当するものにチェックすること（該当しないものがある場合は兼務できない）
· 兼務する現場は3以上ではない（上限は2か所）
· 現場代理人は必ずいずれかの工事現場に駐在する

· 監督員と連絡が取れるよう連絡員を配置する

· 連絡員は元請又は下請の社員（雇用契約あり。雇用期間は問わない。）とし、それぞれの工事現場に常駐する
· ②主任技術者を専任で配置する工事（監理技術者等の取扱いについて（R8.4.1版）６(4)の場合）のうち、同一の主任技術者の兼務が認められた工事においては工事現場相互の間隔（直線距離）が10km程度
⇒　このケースの場合本資料の提出は不要とする。（要件は別様式_監理技術者等の兼務届により確認する）
· ➂監理技術者を専任で配置する工事のうち、同一の建設業者と締結する契約工期の

重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同

一の建築物又は連続する工作物である場合
⇒　本届出書を提出すること。（同一場所のため、連絡員の配置は不要とする）

· ④主任技術者又は監理技術者の兼務が認められている場合

主任技術者又は監理技術者の兼務が認められている場合は、それぞれの現場において配置される技術者が現場代理人の職務を兼ねることができる。なお、これ以外の現場の現場代理人の職務は兼ねることができない。
⇒　このケースの場合本資料の提出は不要とする。（要件は別様式_監理技術者等の兼務届により確認する）
(様式3)

連絡員配置届
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
　　日本下水道事業団
契約職
○○○　　氏　　名　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受注者　住　　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名
　　　　　　　

次のとおり、工事請負契約書第10条第3項に係る規定に基づき、現場代理人を兼務することとしたいので、連絡員について届け出ます。
	工事名
	

	工事箇所
	

	現場代理人氏名
	

	連絡員
	氏名
	

	
	通常連絡先
	

	
	緊急時連絡先
	


	工事名
	

	工事箇所
	

	現場代理人氏名
	

	連絡員
	氏名
	

	
	通常連絡先
	

	
	緊急時連絡先
	


注1) 配置する連絡員は、元請または下請企業との雇用契約がわかる書類を添付してください。
注2）主任技術者又は監理技術者の配置予定期間の開始日として特定の日付が指定されている場合、本届については特定の日付の60日前に提出する。
注3）連絡員は元請又は下請の社員（雇用契約あり。雇用期間は問わない。）とし、それぞれの工事現場に常駐すること。
（R8.4.1以降適用）

